
No.
書類（入札説明
書・仕様書等）

項・題目名・番号等 質問事項 回答

1
企画提案書作
成要領

第2 2 (1) 技術提案項目評価表の記載頁を提案書に記載とありま
すが、提案書記載項目対応表に記載という意味で合っ
てますでしょうか。

技術提案項目評価表の記載順に沿っての評価を考え
ておりますので、提案書には技術提案項目評価表の
項番がわかりやすいように記載ページを記載してくだ
さい。対応表の作成までは不要です。

2
企画提案書作
成要領

第2 2(10) 「資格を証明する書類及び評価項目に係る実績を証明
する書類」として提出しなければならないのは会社の資
格、実績という理解でよろしいでしょうか。
（個人の資格や実績（経歴）ではなく、会社の資格や実
績の証明書類）

お見込のとおりです。個人の資格や実績（経歴）を証
明する書類は求めません。

3
企画提案書作
成要領

第3 4 電子データには正本副本両方の電子データを格納する
ことでよろしいでしょうか。

お見込のとおりです。

4 落札者決定基準

３　（２）ア
「本市の定める要求水準（最低限求める水準）」とはどの
ような水準でしょうか。水準の説明が記載されている資料
がある場合は記載資料と記載箇所をご教示ください。記
載されていない場合はご提示頂けますでしょうか。

「本市の定める要求水準（最低限求める水準）」とは、
技術提案項目評価表に記載しております評価基準の
基礎点です。

5 落札者決定基準

3(3) ②京都市障害者福祉システム等運用保守業務委託仕
様書に基づき実施する業務に係る価格及びガバメントク
ラウド利用料を合算したシステム導入後５年間の合算額
（税抜き）は、入札時点における想定額で、運用保守業
務の契約額として確定するものではないという認識でよ
ろしいでしょうか。

お見込のとおりです。

6 仕様書

第６ 1(1) 「導入システムを利用するための業務端末（クライアント
端末）の機器及びソフトウェアの調達は本件調達範囲外
とする」とあり、端末セットアップ・設置作業など端末要件
の検討及び設計以外の作業は全て範囲外（端末事業者
の作業）という認識であっていますでしょうか。端末事業
者について具体的な情報をご提供願います。

端末セットアップ・設置作業など端末要件の検討及び
設計以外の作業は全て範囲外（端末事業者の作業）と
いう認識で問題ありません。
端末事業者は現時点で未定のため、提供できる情報
はありません。

7 仕様書

第11 3 (7) 「他市の参考資料等の提供を行うこと。」とありますが、他
市との守秘義務の関係で他市参考資料提供は難しいで
すが、京都市様が作成するための資料提供でよろしいで
しょうか。

本市でUATを作成するにあたり、参考資料の提供を求
めるものであり、他市参考資料の提供にこだわるもの
ではありません。

8 仕様書

第１１.５.(７) 研修実施に必要な会場、設備、端末などの手配は本調
達の対象外の記載がある一方、ア　研修計画に研修終
了後から本稼働までの期間に各拠点で学習できるよう研
修端末・環境構築の記載がありますが、端末の準備及び
環境構築は今回の調達の範囲外の認識でよいでしょう
か。

お見込のとおり、研修の実施に必要な環境構築も、研
修終了後の環境構築も本調達の範囲外です。

9 仕様書

524ページ 日常生活用具・帳票 対象用具が「居宅生活動作補助用具（住宅改修費)」の
場合の決定通知書、給付券は、「1.6.5. 日常生活用具
決定通知書」、「1.6.6.日常生活用具給付券」を利用しま
すでしょうか。
それとも専用の帳票を利用しますでしょうか。

「1.6.5　日常生活用具決定通知書」及び「1.6.6　日常
生活用具給付券」を利用します。
なお、現行システムではA4縦サイズ（偽造防止用紙）
で印字しています。

10 仕様書

524ページ 日常生活用具 1.7.1 「1.7.1. 振込データを作成できること」とありますが、デー
タフォーマットは全銀協フォーマットでしょうか。
それとも支払管理システム等の独自フォーマットでしょう
か。

振込データは全銀協フォーマットです。

11 仕様書

524ページ 日常生活用具 1.8.2 帳票「1.8.2. 振込テープ明細書」とありますが、どのような
帳票でしょうか。一覧もしくは個票、出力内容、利用目的
などをご教示ください。

振込テープ明細書は、本市内部の決裁用添付資料と
して用いるもので、出力内容は以下となります。
銀行コード/種別/口座番号/口座名義人/事業者コー
ド/事業者名称
/合計支払額/支払内訳/

※サンプルをお付けしますのでご確認ください。
なお、支払先及び支払額が判別できるものであれば
現行様式にこだわりません。

12 仕様書

532ページ 障害者医療
2.13.27、2.13.28、2.13.32、
2.13.33

帳票・データ出力の以下はデータ抽出機能の実装でよ
ろしいでしょうか。それとも帳票でしょうか。
2.13.27 障害者医療　同一受給者番号ダブルNG
2.13.28 同一旧受給者番号ダブリＯＫ分
2.13.32 同一福祉番号旧番ﾀﾞﾌﾞﾘOK分
2.13.33 同一福祉番号旧番ﾀﾞﾌﾞﾘNG分

データ抽出機能の実装で問題ありません。

回答書

「京都市障害者福祉システム等再構築業務委託」の質問に対する回答



No.
書類（入札説明
書・仕様書等）

項・題目名・番号等 質問事項 回答

13 仕様書

571ページ 11.健康管理費
小項目：11.1.4

仮認定登録サイン、健管単独認定サインは職員様にて
入力（チェック）する運用想定でしょうか。
それとも、システムで自動的に判断し、表示するサインの
想定でしょうか。

仮認定登録サイン、健管単独認定サインは職員にて
入力（チェック）する運用想定です。

14 仕様書

576ページ 11.健康管理費
小項目：11.10.3

バッチ処理の内容について、機能要件を以下のように解
釈しておりますが問題がないでしょうか。

【小項目：11.10.3】
取り込みを行った支払情報がオンライン画面で照会・修
正などができる機能を実装します。

お見込のとおりです。

15 仕様書

576ページ 11.健康管理費
小項目：11.12.1

バッチ処理の内容について、機能要件を以下のように解
釈しておりますが問題がないでしょうか。

【小項目：11.12.1】
連合会提供情報から取り込んだ、柔道整復師データ及
び鍼灸師データとオンラインで登録された医療機関情報
を比較し、医療機関情報に存在しない場合は、追加する
機能を実装します。

お見込のとおりです。

16 仕様書

576ページ 11.健康管理費
小項目：11.21.1

「バッチ帳票」シートの記載がありますが、対象のシートが
確認できませんでした。
具体的にどのような帳票でしょうか。

581ページの項番１４９～１５８の帳票です。

17
運用保守業務
委託仕様書
（案）

第5 サービスレベル合意（SLA） 応答時間欄に「同時接続数500台の状態で、」とあります
が、システム利用する端末台数と異なりますので、同時
接続数はシステム利用する端末台数で考えてよろしいで
しょうか。

想定する端末の利用台数は約140台ですので、140台
で考えていただいて問題ありません。


